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（議会改革推進会議提案） 

飯田市議会委員会インターネット映像配信試行実施要綱（案） 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市民に開かれた議会を実現するため、飯田市議会の委員会が行う会議

について、インターネットによる映像配信（以下「映像配信」という。）を試行するに当た

り、必要な事項を定めるものとする。 

 （映像配信の実施） 

第２条 飯田市議会は、常任委員会及び特別委員会の会議について、ユーストリーム・アジ

ア株式会社のインターネットストリーミングサービスを利用した動画の映像配信（以下単

に「映像配信」）を試験的に実施する。 

 （映像配信をする会議） 

第３条 前項の規定により映像配信を行う会議は、総務委員会、社会文教委員会、産業建設

委員会及びリニア推進特別委員会とする。ただし、当分の間、リニア特別委員会について

実施する。 

 （映像配信の種類） 

第４条 映像配信の種類は、ライブ配信及び録画配信とする。 

 （映像配信の期間） 

第５条 映像配信の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとお

りとする。 

(1) ライブ配信 会議の開始から終了まで 

(2) 録画配信 会議の終了後（休憩後を含む。）からユーストリーム・アジア株式会社が映

像の保存を終了するまでの期間 

 （休憩中の映像配信） 

第６条 会議の休憩中は、映像配信をしない。 

 （個人情報の取扱い） 

第７条 会議において、個人情報（飯田市個人情報保護条例（平成17年飯田市条例第17号）

第２条第１号に規定するものをいい、議案に記載されたものを除く。以下同じ。）を含む発

言をしようとする者は、委員長に休憩を要請し、休憩中に発言するものとする。 

２ 委員長は、会議を傍聴しようとする者に対し、当該者の容姿が映像配信される可能性が

あることを周知しなければならない。 

 （映像配信の中止） 

第８条 会議において、個人情報を含む発言があった場合又は発言を取り消すことになった

場合は、委員長の判断において、速やかに当該会議に係る録画配信の全部の映像配信を中

止するものとする。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、映像配信の試験的な実施に関し必要な事項は、議会

改革推進会議に諮って議長が定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 


